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■この目論見書により行なう「日興新時代アジア株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５
条の規定により有価証券届出書を平成28年４月22日に関東財務局長に提出しており、平成28年４月23日にその届出の効力が生じております。

■商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確
認いたします。

■投資信託の財産は、受託会社において信託法（平成18年法律第108号）に基づき分別管理されています。
■ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

●受託会社 ［ファンドの財産の保管及び管理を行なう者］

株式会社りそな銀行

●委託会社 ［ファンドの運用の指図を行なう者］

アストマックス投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第387号
設立年月日：平成16年５月12日
資本金：95百万円、運用する投資信託財産の合計純資産総額：2,819億円

（資本金・純資産総額は、平成28年２月末日現在）

委託会社の照会先
 ・ 照会ダイヤル 0120-580446

（営業日の9：00～17：00）
 ・ ホームページ http://www.astmaxam.com
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１．ファンドの目的・特色

ファンドの目的

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

ファンドの特色

中国の企業の株式については、中国小型株を主要投資対象とします。当ファンドにおいて、中国小型
株とは、「ＭＳＣＩ ＣＨＩＮＡ インデックス」のユニバース企業全体の浮動株調整後時価総額に対して、
下位概ね15％程度に位置する銘柄を指します。

「ＭＳＣＩ ＣＨＩＮＡ インデックス」に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰
属します。なお、「ＭＳＣＩ ＣＨＩＮＡ インデックス」は、当ファンドのベンチマークではありません。

※当ファンドが投資する「株式」には、預託証書を含みます。なお、株式への直接投資に代えて、株式
の値動きに連動する有価証券に投資を行なう場合があります。
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１．ファンドの目的・特色

運用の一層の強化・充実を図るため、運用の指図に係る権限の一部（国内余剰資金の運用の指図
に係る権限を除きます。）をフラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド（投資顧問会社）に
委託します。

アストマックス投信
投資顧問株式会社
（委託会社）

フラトン・ファンド・マネジメント・
カンパニー・リミテッド（投資顧問会社）

※運用の指図に係る権限の一
部を投資顧問会社に委託し
ます。

＜運用体制＞

運用状況
の報告等

運用状況
のモニタ
リン グ 等

短期金融商品等の発注 株式等の発注

フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、シンガポール財務省100％出資の政府系投
資会社であるテマセク・ホールディングスの100％子会社で、20年以上のアジア市場での運用経験
を有しています。

主な投資制限

株式への投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針

①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を
勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。

②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および
「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。
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２．投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドは、主として株式など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には
為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は
保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むこと
があります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信
託は預貯金と異なります。

＜主な変動要因＞

株価変動リスク 一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動します
ので、当ファンドが組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。

流動性リスク
市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性が
あります。アジア諸国の株式は、一般に先進諸国の株式等に比べて流動性リスクが高
いと考えられます。

信用リスク
株式や公社債等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できな
くなるリスクがあります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場
合には、当該株式等の価格は下落し、損失を被るリスクがあります。

カントリー・リスク

発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商
品等の価格が大きく変動する可能性があります。また、法制度や決済制度、政府規制、
税制、送金規制等の変化により、運用の基本方針に沿った運用を行なうことが困難に
なる可能性があります。

為替リスク 外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替相場の変動によ
り当ファンドの基準価額が影響を受けます。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されているものではありません。

その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。

リスクの管理体制

信託財産における運用リスクについては、運用部門責任者およびファンド・マネージャーが常時モニターし、
協議、点検を行なっています。リーガル・コンプライアンス部門においては、管理部門からのモニタリング結果
の報告等を通して法令および信託約款等の遵守状況を日々チェックしています。これらの結果は、代表取
締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成される月次の運用委員会に報告さ
れており、同委員会でも運用状況の点検が行なわれています。
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2．投資リスク

参考情報
下記のグラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
左のグラフは、過去５年間の当ファンドの年間騰落率（各月末における直近１年間の騰落率）と分配金再投資基準価額の
推移を表示したものです。
右のグラフは、過去５年間の年間騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示した
ものです。

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（%）（2011年3月～2016年2月）
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＊ ‌�分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算したものであり、実際の基準価
額と異なる場合があります。

＊ ‌�当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づき計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した
年間騰落率とは異なる場合があります。

＊ 各資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

＜各資産クラスの指数＞
　日 本 株……東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
　先進国株……MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
　新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
　日本国債……NOMURA-BPI国債
　先進国債……シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
　新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
　※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースで表示しています。
　※各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は以下の通り帰属します。

指数 帰属
東証株価指数 株式会社東京証券取引所
MSCIコクサイ・インデックス MSCI Inc.
MSCIエマージング・マーケット・インデックス MSCI Inc.
NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社
シティ世界国債インデックス Citigroup Index LLC
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド Ｊ.Ｐ.Morgan Securities LLC
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３．運用実績� データは2016年2月末日現在

分配の推移
決算期 分配金

第２期（2012年１月25日） 0円
第３期（2013年１月25日） 2,500円
第４期（2014年１月27日） 200円
第５期（2015年１月26日） 200円
第６期（2016年１月25日） 200円
設定来累計 3,770円
※分配金は、１万口当たり、税引き前の値を記載してい

ます。

基準価額・純資産の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20,000

16,000

18,000

14,000

2010年1月 2011年2月 2012年2月 2013年2月 2014年2月 2015年2月 2016年2月
0

10,000

20,000

30,000

40,000
（円） 2010年1月29日～2016年2月29日 （百万円）

純資産総額（右軸）

基準価額（１万口当たり、左軸）

分配金再投資基準価額（１万口当たり、左軸）

≪基準価額・純資産総額≫
基準価額 11,593円
純資産総額 1,462百万円※基準価額は、信託報酬控除後のものです。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算しています。

年間収益率の推移
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※当ファンドにベンチマークはありません。
※2010年は設定日（2010年１月29日）から年末までの騰落率、2016年は2016年２月末日までの騰落率を記載しています。
※騰落率は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算しています。

※比率は、純資産総額に対する評価額の割合を記載しています。

主要な資産の状況
◆ポートフォリオの状況

資産の種類 国名 比率（％）

株式

インドネシア 21.7
フィリピン 16.1
ベトナム 15.1
マレーシア 12.9
タイ 10.6
中国 9.6
シンガポール 8.6
小計 94.6

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 5.4
合計（純資産総額） 100.0

◆組入上位10銘柄の組入比率
銘柄名 種類 国名 業種 比率

（％）
1 TELEKOMUNIKASI TBK PT 株式 インドネシア 電気通信サービス 5.7
2 VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC 株式 ベトナム 食品・飲料・タバコ 5.3
3 BOER POWER HOLDINGS LTD 株式 中国 資本財 4.8
4 DHG PHARMACEUTICAL JSC 株式 ベトナム 医薬品・バイオテクノロ

ジー・ライフサイエンス 4.5

5 FPT CORPORATION 株式 ベトナム テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器 4.4

6 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB 株式 インドネシア 小売 4.3
7 AYALA CORPORATION 株式 フィリピン 各種金融 3.7
8 CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 株式 タイ 不動産 3.5
9 KASIKORNBANK PCL-NVDR 株式 タイ 銀行 3.3

10 BANK MANDIRI TBK 株式 インドネシア 銀行 2.7

◆株式の組入上位５業種の組入比率
業種 比率（％）

1 銀行 14.5
2 資本財 11.7
3 食品・飲料・タバコ 10.0
4 電気通信サービス 7.5
5 不動産 7.4

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
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４．手続・手数料等

お申込みメモ

購 入 単 位 最低単位を１円単位または１口単位として販売会社が定める単位とします。

購 入 価 額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします（ファンドの基準価額は１万口当たりで表示して
います。）。

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 最低単位を１口単位として販売会社が定める単位とします。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

換 金 代 金 換金代金は、換金申込受付日から起算して６営業日目から販売会社でお支払いします。

申 込 締 切 時 間 午後３時までとします。

購 入 の 申 込 期 間
平成28年４月23日から平成29年４月24日までとします。
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新する予定です。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行なうため、換金の金額に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込不可日
シンガポール取引所もしくはインドネシア証券取引所の休業日の場合は、原則として購入・換金の
申込みを受付けないものとします。

購入・換金申込受付の
中 止 及 び 取 消 し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると
きは、購入･換金のお申込みの受付を中止することがあります。

信 託 期 間 平成32年１月27日までとします（平成22年１月29日当初設定）。

繰 上 償 還 受益権の口数が30億口を下ることとなった場合等には、繰上償還となる場合があります。

決 算 日 原則として、毎年１月25日に決算を行ないます。なお、当該日が休日の場合は翌営業日とします。

収 益 分 配
原則として、年１回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行ないます。販売会社との契約
により再投資が可能となります。

信 託 金 の 限 度 額 信託金の限度額は、1,050億円とします。

公 告
委託会社が行なう公告は、電子公告により行ないます。
公告アドレス　http://www.astmaxam.com/notification/

運 用 報 告 書
決算時および償還時の受益者に対して、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況、費用
明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

課 税 関 係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
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４．手続・手数料等

ファンドの費用・税金
◆ファンドの費用
■投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める
手数料率を乗じて得た金額とします。
購入時手数料は、購入時の商品および投資環境に関する説明や情報提供、事務手続き等の対価と
して販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額
基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。
信託財産留保額は、信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため基準価額から
控除され、信託財産中に留保される額です。

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9008％
（税抜年1.76％）の率を乗じて得た額です。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容については次のとおりです。

配分（税抜） 役務の内容
委託会社 年0.91％ 資金の運用の対価

販売会社 年0.80％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価

受託会社 年0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託財産の運用の指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社が受取る報酬の中から
支払われます。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日（６ヶ月終了日が休業日の場合は、翌
営業日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

そ の 他 の 
費 用・手 数 料

①法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する
報酬等は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1％の率を上限と
して乗じて得た額です。これらの報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から
支払われます。

②有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に
要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客
様の保有期間中、その都度信託財産中から支払われます。これらの費用については、運用状況等
により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

◆税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金
分配時 所得税および地方税 配当所得として課税

普通分配金に対して20.315％
換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会
社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、「ジュニアNISA」は、年間80万円
の範囲で20歳未満の方を対象とした非課税制度となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に

ご確認されることをお勧めします。


